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南門付近擁壁工事に伴う通学路の変更について 

 

盛夏の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は本校学校教育の運営

推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、本年度本校の南門付近の擁壁の改築工事が実施されます。それに伴い、工事期間中の南門は工事

関係車両用の出入り口となります。そのため工事終了までの通学路の取り扱いを下記のとおりとさせてい

ただきます。何かとご不便をおかけいたしますが、ご理解･ご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 期 間 ・令和 4 年 7 月 21 日(木)より令和５年３月末まで 

            

２ 変更点 ・南門閉鎖にともない、現在南門を通過している徒歩通学生は、北門から登下校するこ 

   ととします。 

  ・南門を利用していた徒歩通学生は、 木コミュニティセンター付近の交差点を左折せ 

   ず、そのまま北上して火の見櫓付近で左折して、北門から登校することとします。 

   (下校時は逆のルートになります。)   

  ・お子様を自家用車で送迎される方のために、平日朝の登校の時間帯に西門を開放いた 

   します。平日朝に自家用車にて送迎される場合は、なるべく西門をご利用ください。 

   ただし、平日午前９時以降は西門を施錠いたしますので、北門をご利用ください。 

  ・徒歩通学生は従来通り西門は利用できません。 

  ・土曜･日曜･休日および長期休業中（夏期休業・冬期休業・春期休業）の西門の開放は 

   行いません。 

  ・校内に自動車が乗り入れる場合は、北門のみ利用可能となります。 

 

３ その他 ・工事にともない、本校教職員の駐車場所が一部商工会駐車場に移動します。そのため 

   商工会駐車場の空きスペースが現状より狭くなります。平日朝に自家用車にて送迎さ 

   れる場合は、なるべく西門をご利用くださいますよう、お願いいたします。 

  ・北門前の道路は日曜･祝日以外の午前７時３０分から午前９時まで、指定車･許可車以 

    外の自動車は通行禁止となっています。 

  ・工事の進捗状況や、登下校時の通行状況により、取り扱いを変更する場合があります。 

  ・右の図も参照してください。 
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